
【認定訓練施設の名称】 

 富士電機株式会社 技能研修所 

【写真】※訓練風景の画像等 

  

  

  

【実施主体】※事業主・団体の名称 

 富士電機株式会社 

【職種・業種】※実施主体（事業主・団体）の職種・業種 

 電気機械器具製造業 

【住  所】〒369-0198 

 埼玉県鴻巣市前砂 160-1 

【電話番号】048-547-1206 

【最 寄 駅】  高崎線  吹上駅 

【開設年月】 1991年 4月 ※訓練開始の年月(認定前含む) 

         三重と川崎地区にて実施 

【開設年月】 2012年 4月 ※訓練開始の年月(認定前含む) 

         埼玉地区に移転 

（認定年月） 2012年 4月 ※最初の訓練認定の年月（埼玉地区） 

【訓練方針・特色】※訓練概要、方針・特色、訓練実施者（施設長等）の声等 

 富士電機のものつくりの基本を支える技能を早期に育成し、研修終了後、現場にスムーズに入ってい

けることを目的にしています。同時に“人づくり”に拘り、心・技・体を徹底的に鍛え、社会人として

の人格の早期育成を図る研修も実施しています。さらに技能の蓄積のみならず、現場での即戦力を目指

し、実践力を身に着けるために富士電機各拠点の工場見学やグローバル視点でのものの見方の育成のた

めに海外研修も実施しています。 

【訓練内容】※主なカリキュラムの内容等 

 技能照査訓練 

  ・実技訓練（重要基本作業、共通基本実習、科別専門実習） 

  ・座学学習（共通座学、専門座学、科別専門座学） 

 現場力育成 

  ・実践力強化プログラム（ものつくり基本技術教育、ＱＣ検定、溶接実習など） 

  ・モチベーションの向上（導入教育、他工場見学、異業種見学、卒業生講和、イベント参加など） 

 基本スキル・体力人格育成（資格試験 11職種、英会話、座禅、登山、海外研修など） 

【入校資格】※例：中卒以上、高卒以上、当社の社員、運営会加盟企業の社員 

 富士電機社員に限定して教育を実施（参加者は各工場にて決定） 

  対象：高卒新入社員 

  研修期間：1年間（全寮制） 

【修了後の特典】※例：技能照査合格者は、技能士補となり、技能検定２級の学科試験が免除 

 技能照査全員合格を狙った研修であり、研修終了後、各配属工場にて技能検定 2級を受験 

 各種資格の取得（11職種）、QC検定、英検 

【主な訓練科名及び定員（令和５年度）】※主な訓練科を記入。訓練科が多い場合は、別紙に記入 

訓練科名 普通・短期課程の別 期間 定員（人） 

電子機器科 普通 1年間 24人 



電気機器科 普通 1年間 21人 

機械加工科 普通 1年間 6人 

精密加工科 普通 1年間 4人 

塑性加工科 普通 1年間 6人 
  

【ホームページＵＲＬ】 

※ この内容は、令和 5年 5月現在のものです。訓練科ごとの定員などについては、年度によって異なる  

 ことがありますので御注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


